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 各関係機関長  殿 

 

福祉労働部児童家庭課長    

   （児 童 福 祉 係）  

 

令和４年度ヤングケアラー関係機関職員研修の実施について（依頼） 

 

 家族のケアを担い、年齢等に見合わない重い責任や負担を負うヤングケアラーの問題については、当

事者又はその家族のヤングケアラーに対する課題認識があまりないこと、また、家庭内で発生している

ことから、表面化しづらいという状況にあります。 

 こうしたヤングケアラーを発見し適切な支援につなぐためには、子どもや家庭に関係する機関の方に、

ヤングケアラーに関する理解を深めていただき、ヤングケアラーへの気づきを促していく必要がありま

す。当課では、関係機関職員研修を行います。 

 つきましては、下記のとおり研修を実施しますので、御職員の方に対し、周知くださいますようお願い

します。 

 

記 

１．研修名   

  福岡県ヤングケアラー関係機関職員研修 

 

２．開催日時  

  第１回 令和５年２月 ２日（木）  13 時 00 分～16 時 30 分 

  第２回 令和５年２月 ３日（金）  13 時 00 分～16 時 30 分 

    第３回 令和５年２月 11 日（土）  13 時 00 分～16 時 30 分 

  第４回 令和５年２月 12 日（日）  13 時 00 分～16 時 30 分 

 

３．開催地 

  第１回 西日本総合展示場 新館 302～304 会議室 

  第２回 吉塚合同庁舎  （予定） 

  第３回 福岡県庁     3F  講堂 

  第４回 西日本総合展示場 新館 302～304 会議室 

 

４．研修対象者 

  教職員、ＳＳＷ、医療関係者、市町村職員及びその他関係機関職員 

 

５．定員 

  各回 ６０人程度 

 

 



 

６．申請方法 

  福岡電子申請サービス簡易申請により申込 

  URL：https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/6ajf2q7D 

  ※申込期限：令和 5 年 1 月 18 日（水） 

  ※各回の定員数を上回る場合、調整させて頂きますのでご了承ください。 

   また、全体の定員数を超えた申込があった場合受付できない可能性がございます。 

 

７．研修内容（予定） 

  （１）開催挨拶               （13 時 00 分～13 時 05 分） 

  （２）ヤングケアラーの概要・当県の状況   （13 時 05 分～13 時 30 分） 

  （３）講義 「ヤングケアラーの実情について」（13 時 30 分～14 時 30 分） 

      講師：一般社団法人ヤングケアラー協会 

  （４）事例検討（グループワーク）       （14 時 45 分～16 時 25 分） 

     講師：一般社団法人ヤングケアラー協会 

  （５）閉会挨拶               （16 時 25 分～16 時 30 分） 

【問合せ先】 

 担当：児童家庭課 児童福祉係 櫻井 

 電話：092－643－3256 

 Mail：sakurai-t4998@pref.fukuoka.lg.jp 


